
香港条約 - シップリサイクルの転換点となるか？

2025年にいよいよ香港条約が発効しますが、これによって実際何が変わるのでしょうか。これまでのシップリ
サイクル慣行にどのような影響を与え、パキスタンなどの主要リサイクル国はどう動くのでしょうか。その答
えを探るべく、GardのSpecial AdviserであるKim Jefferiesが、Wikborg Rein社のパートナー弁護士である
Herman Steen氏にお話を伺いました。
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国際海事機関（IMO）は2009年、「2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再生利用のため
の 香港国際条約  」を採択しました。この条約は、先頃リベリアとバングラデシュの2か国が
批准したことにより発効要件を充足したことから、2年後の2025年6月26日についに発効す
ることになっています。この条約の内容について簡単に教えていただけますか？

香港条約の目的は、船舶のリサイクルを安全かつ環境上適正に行うようにすることです。船
舶の解体・リサイクルが行われている南アジアでは、満潮時に船舶を砂浜に乗り上げさせた
り、潮間帯で解体を行ったりしており、その方法が労Ā者にとってāĂで、ă害Ą質もąĆ
しているなど、ć業方法に問ĈがあるとĉĊくċČされてĊました。香港条約はčĎりかご
からďĐまでđというアプĒーēをĔっています。ĕ約国をĖ国とする船舶に適用され、ă
害Ą質一ėĘ（インęントリĚěHĜ）の保ĝがĞğĠġられるĢか、ģĤĥĦによりħĨさ
れたĩĪでなġれī船舶を解体・リサイクルすることがでĊなくなります。また、ĕ約国に
ģĬするリサイクルĩĪも適用対ĭとなり、ĮįにはģĤĥĦによるħĨがİ要になるĢ
か、船舶リサイクルĩĪıĲ（SRĳĴ）の提Ćにĵえ、解体・リサイクルć業ごとに船舶Ķ
リサイクルıĲ（SRĴ）のķĸがĹĺられます。ĕ約国の当Ļには、ļ国のĤĽľでĮįさ
れる船舶リサイクルĩĪにこの条約のĿĸをŀらせる責任が生じます。

č香港条約はこれまでにバンŁラデシł、インド、トルコをはじĺ22か国がŃńしており、
船舶リサイクルŅĐにおġるĔņ船Ňňの約ŉŊをŋĺています。đ

国際条約は批准までに時間がかかり、結局批准されないものもあります。EUは数年前に独自
の船舶リサイクル制度を採択しました。大部分が香港条約の規定に基づいた制度ですが、香
港条約とどのような点が異なるのでしょうか？

http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/ships/HongKongConvention.pdf


Ōōは香港条約について、発効がŎŏとしてŐまず、内容も不十分だと考えていました。そこ
で、20ő3年にčシップリサイクルに関するŒœĿŔđをŕĸしました。このĿŔはŌōŖŌŌA
ŗ内Řの香港条約であり、řĵのĿĸもĔりŚれられています。śにŜ要なのが、ŌōŖŌŌA
ŝ船は、ŒœŞ員会のħĨをşġ、かつ、いわĎるčŌōリストđにŠšされたĩĪでなġれ
ī解体・リサイクルでĊないという点です。Ţ時点で南アジアにおいてħĨをşġたĩĪは
ないたĺ、ŌōŖŌŌAŝ船を南アジアの国ŏで解体・リサイクルすることはでĊません。ま
た、このĿŔは、ライţサイクルのľąにおġるŤťĄŦ理に関するřĵĿĸŧ、安全Ũ生
に関するśĸの要ũもĪġています。香港条約がĸĺているのはŪūŬのĿĸのみで、国・
ŭŗがさらにŮみůんだĿĸをĪġることをŰげるものではないことから、香港条約が発効
してもこのŒœĿŔのűしいĿĸはŲĊųĊă効となります。

ノルウェーはEUには加盟していませんが、EEAには加盟しており、シップリサイクルに関す
る欧州規則を国内法で施行しています。したがって、ノルウェー籍船の解体・リサイクルは
「EUリスト」に掲載されている施設でなければ行えません。では、非EU籍船についてはど
うでしょうか？ここで思い浮かべるのが、ノルウェーで起きたTide Carrier号事件です。ノ
ルウェー人船主がコモロ籍船をパキスタンでリサイクルしようとしたとして有罪判決を受け
ました。これは、バーゼル条約と同条約の95年改正（「BAN改正」）が法律として採用され
ていることが理由なのでしょうか？

はい、そのŴりです。ŵルŶŷー法は200Ÿ年のŌōŤťĄŹźĿŔをĔりŚれていることか
ら、ő9ŉ9年のバーŻル条約とő995年のバーŻルżANŽ正も適用され、これにžĠĊăſƀ
Ɓがľされました。バーŻル条約とは、リサイクルにƂされる船舶などă害ŤťĄの国境を
ƃえるƄ動をĿŕするもので、ă害ŤťĄのƄ動に際してŹĆ国・ŹŚ国・ƅƆ国のƇ意を
Ĺĺています。żANŽ正はそれよりさらにŮみůんだ内容で、ƈŌƉƊƋĵƌ国へのŤťĄの
ŹĆをƍじています。ŌōŤťĄŹźĿŔにĿĸされているように、ŹĆがƍƎされていると
いうことは、ŌōŖŌŌAƏŗにいるƋŌōŖŌŌAŝ船が解体されようとしているĐƇ、ƈŌƉƊƋĵ
ƌ国へŹĆでĊないということです。Ɛide ƉarrierƑの船主は、ƈŌƉƊƋĵƌ国のパキスタ
ン・ガƒƓにあるビーēンŁĩĪでのリサイクルを目的にŵルŶŷーから本船をŹĆしよう
としたキャッシłバイƔーをƕ助したとして、ƍƖŸかƗの実ƘƀƁをşġました。言いか
えれī、こうしたĿŔがƋƙにűƚにĮ用されているのです。

č香港条約がĸĺているのはŪūŬのĿĸのみで、国・ŭŗがさらにŮみůんだĿĸをĪġ
ることをŰげるものではありません。đ



インドとバングラデシュが香港条約を批准しました。この条約が発効する頃には条約を順守
した施設がおそらく整っているでしょう。しかし、どちらの国もOECD非加盟国です。BAN
改正とそれに基づく国内法が施行されていると、たとえ香港条約の要件に適合していても、
ノルウェーやEU域内にいる外国籍船をインドやバングラデシュの施設に直接輸出すること
はできないのでしょうか？

一般ƛですが、ŌōのĿŔを含ĺ、żANŽ正というのは、ĩĪが香港条約ĕ約国のģĤĥĦ
のħĨをşġ、かつčŌōリストđにŠšされているのであれī、ƈŌƉƊŧŌōŖŌŌAĵƌ国か
らインドŧバンŁラデシłなどのƈŌƉƊƋĵƌ国のĩĪにリサイクルを目的に船舶をŹĆす
ることをŰげるものではありません。これは、香港条約もシップリサイクルに関するŒœĿ
Ŕも、バーŻル条約とƜなくともƝƞに環境上適正なŤťĄŦ理žƟをƠしていれī、バー
Żル条約にơƢするからです。ですから、シップリサイクルに関するŒœĿŔのĿĸを満た
しているのであれī、ŌōとしてもインドŧバンŁラデシłなどのĩĪをŹĆƢにĵえるこ
とにž本的にƣƤĊです。ただ、ƥƦのNGƈからはこれをƧ問ƨするƩがĆており、香港条
約の要ũを満たしてħĨされているĩĪŧ、čŌōリストđにŠšされているĩĪでも、
ƈŌƉƊŧŌōŖŌŌAĵƌ国からƈŌƉƊƋĵƌ国への解体・リサイクルを目的とした船舶のŹĆ
は、実際のとこƪはżANŽ正によってƫがƬƭされてしまうだƪうとƮƯしています。

パキスタンは船舶のリサイクル・解体総トン数でかなりのシェアを占めていますが、香港条
約をまだ批准していません。今後この国がインドとバングラデシュというリサイクルの2大
国に加わり、条約を批准する可能性はあると思いますか？それとも、今後も仲間には加わら
ず、条約に適合したインドやバングラデシュの施設よりも安い価格で引き受け、市場シェア
を増やす方に走るのでしょうか？



理ưはいƪいƪありますが、ŃńするのではないかとƱいます。香港条約はこれまでにバン
Łラデシł、インド、トルコをはじĺ22か国がŃńしており、船舶リサイクルŅĐにおġる
Ĕņ船Ňňの約ŉŊをŋĺています。ĩĪのƲƟもĉƳに上がりました。śにインドとバン
Łラデシłは目ƴましいです。条約の発効をƵっている間もこのąれはおそらくųくでしょ
う。パキスタンがŃńするかは、発効までに国内ĩĪが条約に適ƇでĊると国が考えている
かどうかによるとƱわれます。また、このとこƪのļƶƷ害ŧƸƹ不ƺがリサイクルŅĐの
シŷアに響いてくるかどうかという問Ĉもあります。依ƻするƼは条約に適Ƈしていないĩ
Īに船舶をźれī法ƽ的にもƾƿ的にもリスクがあることから、費用のǀでそのリスクをǁ
してもǂりあるメリットをǃǄĆせないのであれī、パキスタンも条約ĵŚを考えƭるをǅ
ないでしょう。

香港条約の発効はひとつの大きな転機になるでしょうか？なるとしたら、どのような形で
しょうか？

発効すれīǆǇにĉĊな影響を与え、ǈとつのĉĊな転ǉになるとƱいます。安全かつĝų
Ǌǋなシップリサイクルの実Ţを目ƮしたǌǍǎのある一連の国際ĿŔがついにでĊるとい
うのは、とてもĉĊなǏ目になるでしょう。ŌōがƢǐして、バーŻル条約のみならず香港条
約を何とかǑくǒǓしようとしてĊたことは、いƪいƪな点でǔかったです。ですが、ĿŔ
がǕǖにもŜなり、ĿŕのǗǘはƋƙにƥǙになっています。また、ŌōǚļのĿŔも十分に
効Ǜを発ǜしているとは言えません。船舶をリサイクルにĆす際に、船ŝを変えたりŌōŖ
ŌŌAをǝさないでĔŲでĊたりしてしまうなど、ǞġƫがあまりにもǟすǠるからです。ǆ
Ǉ的な問Ĉに対ŦするにはǆǇ的なĿŔがİ要です。そうした意ǡで、香港条約の発効は、
リサイクルに関する問ĈがŪもǢǣな国ŏのĉǤのĩĪでŜ要かつǌǍǎのあるŪūŬのž
Ɵが確実に適用されるなど、ĝųǊǋで責任ある船舶解体慣行の実ŢにƤġた国際社会によ
るŜ要なĔりǥみだと言えます。
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